
・様式２６を作成する日付を入力してください。 

・書類提出より長期間さかのぼった日付や、未来日は記入しないでください。

・センター到着日より未来日が記入された申請書は、受付できません。

・公募申請書（様式1）作成時に採番された管理番号が自動的に反映されます。

・ダウンロード後に番号を変更しない様に注意してください。

・審査管理番号に誤りがある場合は、センターまで連絡してください。

      ・申請内容を間違いなく記入したことを確認して、忘れずに押印してください。

― ・提出書類に押印する印は、全て同一印で押印する必要があります。

・公募申請書（様式1）と同一の申請者印を押印してください。

・ダウンロード後に情報を変更しない様に注意してください。

・会社名/住所等の文字数が多い場合、全てが表示されるように調整してください。

※1.～2.　全ての事項にチェックを入れてください。

・充電設備の設置場所は、事務所・工場等の敷地内にあれば、「はい」にチェックを入れてください。

―

― 　　審査管理番号

　　申請者による押印

― 注意点

－

公募申請書（様式1）に入力した内容が表示されます。
入力した内容に誤記等がある場合はセンターまで連絡してください。

「申請者に係る事項」、「手続代行者に係る事項」、「充電設備設置場所名称」、「地番から住所」に
変更が生じた場合は、変更届出書（様式15）の提出が必要です。

事務所・工場等への充電設備設置事業に関する誓約書(様式２６)の記入例 説明

　　報告日

1

・申請する従業員駐車場を新たに造成する場合は「新築」
  既に造成されている駐車場の場合は「既築」にチェックを入れてください。

  事務所・工場等の敷地内になければ、「いいえ」にチェックを入れてください。
設置場所

駐車場の造成2
※既に造成されている駐車場の場合、この様式２６の提出では要件を満たしません。
　 必ず、「従業員駐車場であることを証する書類」の提出が必要です。

平成 29 年 4 月 25 日

一般社団法人次世代自動車振興センター

代表理事　殿

審査管理番号 番
（申請者）
住所〒

氏名又は名称
及び代表者名

（設置場所）

名称

２．上記充電設備設置場所は、以下にチェックした事項で間違いありません。

□ □

□ □

１．交付決定時までに、「充電設備の設置場所が事務所・工場等の従業員駐車場であることを証する
　　書類」の提出をします。

従業員駐車場への充電設備設置の場合

／ ／
センター
記入欄

はい いいえ

３．本誓約した内容に間違いがあることが判明した場合は、補助金が交付されないこと、
　　または交付されている場合は、交付された補助金を全額返却することを承諾いたします。

新築 既築

　私（申請者）は、電気自動車・プラグインハイブリッド自動車の充電インフラ整備事業費補助金業務
実施細則（別表２）に規定する「充電設備の設置場所が事務所・工場等の従業員駐車場であることを証
する書類」の提出ができませんので、以下の内容について誓約します。

記

電気自動車・プラグインハイブリッド自動車の充電インフラ整備事業費補助金

事務所・工場等への充電設備設置事業に関する誓約書

以上

東京都中央区日本橋1-5-2　○○ビル５F

103-0027

日本橋　一郎

東京日本橋商事株式会社

050000

1.
補助金申請する充電設備の設置場所は、事務所・工場等の敷地内にあ
る。

2. 従業員駐車場は、新たに造成します。

確認欄

日本橋商事㈱　東京支社

印
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青色枠 


